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はじめに 

 

近年、特に軍事政権から民政化を実現した 1980年代以降のブラジルでは、1988年制定

の新憲法を礎石として、制度的にも国民の意識においても政治的な民主主義が定着傾向に

ある。その具体例としては、選挙制度や政党システムなどの議会制民主主義、およびそれ

にもとづく政治的な安定がまず挙げられる。しかし、国民間の社会経済的な格差の大きい

ブラジルでは、これらとは別のチャンネルを通じて、社会の中で排除されている人々が政

治参加を実践し、自らの利益実現を目指すような参加型の政策や制度が整備されつつある。

このような排除された人々の参加型行政スタイルは、主に地方自治体レベルで活発に試み

られており、近年これらに関する理論的や実証的な研究も行われている。主な先行研究で

は、排除された人々をはじめ市民の参加にもとづくブラジルの政治的変化が、民主化の第

3 の波のみならず、市民社会論や公共圏論との関連から論じられている（Avritzer[2002], 

Dagnino[2002], Gohn[1995], Silva et al.[2005], 篠田[1999]）。 

本稿では、このようなブラジルの参加型行政の中で、特に市審議会（conselho municipal）

に焦点を当て、同制度の概要や実施状況について理解を深めることを目的としている。は

じめに、ブラジルで整備されつつある審議会を含む参加型行政について概観し、その後、

要約：近年のブラジルでは 1988 年憲法をもとに、社会的に排除されている人々の行政

への参加の促進と制度化が試みられている。本稿は、このような参加型行政の一つであ

り、主に地方自治体レベルで定着しつつある「市審議会」について、その制度概要や現

状を把握することを目的とする。また、サンパウロ市の住宅審議会を事例として取り上

げ、政治的影響との関連から市審議会へ参加する市民社会の代表性の問題を捉え、今後

の課題を提示する。 

 

キーワード：ブラジル、（政治）参加、行政、審議会、市民社会、代表性、社会的排除 
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地方自治体に関する調査データをもとに市審議会の状況把握を試みる。また、本調査報告

書をもとに執筆する次年度の原稿では、事例としてサンパウロ市の住宅審議会を取り上げ

る予定のため、同市の審議会の状況についてもまとめる。そして最後に、参加型行政の重

要なアクターである市民社会の選出形態に注目し、市民社会の代表性と政治的影響との関

連から今後の課題を提示する。 

なお本稿は、主要な用語および概念を以下のように定義して議論を進める。「排除」と

は、あるべき市民としての権利が相対的に剥奪された状態である「不完全な市民性

（Incomplete Citizenship）」（Rodgers et al. eds. [1995]）を意味する。また、「市民性」（篠

田･宇佐見編[2009]）または「市民としての権利」は非常に広義かつ多義であるため（近田

[2005]）、住宅審議会に焦点を当てる最終原稿では、「不完全な住宅権（direito de moradiai）」

の状態というより狭義な定義付けを行う予定でいる。そして、「政治」を「自らの生活に関

わる行政の様態を決定するプロセス」と捉え、「参加」を政治に「自らの意思を反映させる

こと」と定義する。 

 

Ⅰ．ブラジルの参加型行政 

 

ブラジルでは現在、様々な参加型の行政スタイルが採用されている。そのため本稿では、

政権や議会における勢力などその時々の政治的コンテクストにより、実施の如何が左右さ

れるものを「参加型政策」と呼ぶ。また、1988年憲法および各関連分野の法律により設置

が義務付けられ（Avritzer[2009]）、ひとつの行政機構として政治的コンテクストから独立

して存在するものを「参加型制度」と称することにする。そして、これら両者の総称とし

て「参加型行政」という用語を基本的に用いることとする。 

まず参加型政策については、「参加型予算（Orçamento Participativo）」が世界的にも有

名である（Bruce ed.[2004], 小池[2004]）。参加型予算とは、構造的には誰でも参加可能な

集会において、市の予算案の一部を参加者が策定するもので、市民が決定した予算案を実

際に導入するかは市長や市議会が決議を行うが、政府関係者は予算案の策定プロセスには

関与しない。したがって、社会的に排除された人々を含む市民の参加度がより高いボトム

アップ的な政策だといえる。またこの他にも、政府と市民社会団体などのパートナー･シッ

プ（parceria）をもとに、主に社会分野の行政サービスの提供を行う諸政策がある。この

ような参加型政策の例としては、住民が居住地域の保健医療活動に参加する「保健医療コ

ミュニティ・ヘルスワーカー（agente comunitário de saúde）」（高木[2001]）や、住民が

協働で自らの住宅を建設する「自己管理ムチラン（Mutirão Autogerido）」（近田[2004]）

などが挙げられる。 

一方の参加型制度には、主に次節で詳述する審議会、および「都市マスタープラン（Plano 

Diretor）」の 2つがあるとされる（Avritzer[2009]）。都市マスタープランは、憲法および
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2001年の「都市憲章（Estatudo da Cidade）」により、人口 2万人超の都市（cidade）に

策定が義務付けられた制度である（Presidência da República [1988]）。様々な分野の市民

社会の代表者が公聴会（audiência pública）において、政府が作成した都市計画であるマ

スタープランについて承認の可否を決めるが、計画自体を審議する権限は有していない。

したがって排除された人々を含む市民が、本稿で定義する「政治」へ「参加」する度合い

は必ずしも高くはない。 

なお、政府機関のブラジル地理統計院（IBGE）が全国の市に関する調査（MUNIC）を

行っており、同調査データをもとに 2009 年時点での都市マスタープランの設置状況をま

とめたのが表 1である。これによると、全国の 5,565市のうち、都市マスタープランを既

設しているは 2,318市と 41.7%であり、設置中の 1,203市（21.6%）と合わせても、全体

で 3,521市と 63.3%にとどまる。これは、都市マスタープランを実施するよう義務付けら

れているのが人口 2万超の都市だからであり、2009年時点でこの基準を満たすのは 1,644

市となる。したがって都市マスタープランは、ブラジル全国で実施されているわけではな

いが、2万人超の市の数 1,644に対する合計数が 214.2%に上ることから、実施が義務付け

られていない市にも普及している参加型制度であることがわかる。 

 

表1. 都市マスタープランの設置状況：2009 年 

  数 全市比(1) 2 万人<市比(2) 

既設 2,318 41.7% 141.0%

設置中 1,203 21.6% 73.2%

合計 3,521 63.3% 214.2%

（出所）IBGEのMUNIC2009年版をもとに筆者作成。 

（注）(1)本調査時の全国の市の数は5,565（「不明」回答も含む）。 

(2)人口が 2万人を上回る市の数は1,644。 

 

Ⅱ．審議会 

 

１．審議会の制度概要 

審議会（conselho）は、1988 年憲法の主に社会秩序（Ordem Social）に関する章で目

指された、公共行政への市民社会の政治参加という概念を具現化すべく、個別の法律によ

り連邦（União）、州（Estado）、市（Município）の 3つのレベルiiで設置を義務付けた参

加型制度である。審議会では主に社会分野の公共政策に関し、メンバーである政府部門と

市民社会の代表により、様々な議論が行われる。これらの議論の中には、実際に行政サー

ビスに反映されるものもあるため、審議会は「自らの生活に関わる行政の様態を決定する
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プロセス」が展開される場だと捉えることができる。したがって、社会的に排除された人々

にとって市民社会の代表を通じ審議会に参加することは、「自らの意思を反映させること」

につながるといえる。 

しかし、各個別の審議会がどのような機能や役割、権限を有しているかは、3 つの行政

レベルや取り組む分野により多岐にわたっている。各審議会の様態については、連邦レベ

ルの法律とともに各審議会の憲章（estatuto）で、その運営や構成も含め詳細が定められ

ている。メンバーである審議員（conselheiro）は、任命と選挙により選ばれ、最近の審議

会は政府部門と市民社会の審議員が同じ割合で構成される傾向にある。ブラジルでは、国

民間に普遍的な保健医療サービスを普及させる必要性が早い時期から議論されてきたこと

や、連邦政府からの財源交付との関係もあり、保健医療審議会が最も普及している。しか

し保健医療以外でも、青少年、高齢者、環境、治安問題、本稿の事例で取り上げる住宅な

ど、多様な分野に関する審議会が設置されている（Avritzer[2009], Carvalho et al. eds. 

[2000], Silva et al.[2005], Tatagiba[2004]）。なお、市民社会の参加にもとづく連邦レベル

の審議会は、全ての分野や範疇を含めると 2010年 4月時点で 58にも上るiii。 

また、定期的ではないが各々の審議会の必要性に応じ、政府主導で「協議会

（Conferência）」という集まりが開催され、市民社会の関係者も参加し、より長期的や包

括的な指針などが議論されている。さらに、市民社会主導でも「フォーラム（Fórum）」

という集まりが開かれており、審議会をはじめ行政に関する議論や決定に影響を及ぼして

いる。 

次の項では、本稿で対象とする市レベルの審議会について論ずるが、市審議会を研究対

象とする理由は以下の諸点である。ひとつは、参加型予算などの参加型政策と異なり、参

加型制度が恒常的な行政機構の一部として制度化されており、本稿のテーマである「ブラ

ジルにおける排除された人々の政治参加」にとって、影響力がより大きいと考えられる点

である。また、同様の参加型制度である都市マスタープランと比較した場合、審議会の方

が排除された人々をはじめとする市民社会の参加の度合いが高いと考えられる点である。

さらに、審議会の中でも連邦と州レベルではなく市レベルのものを対象とする理由は、筆

者のフィールド調査を重視する研究スタイルを勘案し、実現可能性がより高いという点で

ある。 

 

２．市審議会の状況 

ここでは本稿が対象とする市審議会について、現在ブラジルでどのような審議会がどれ

くらい設置されているのかを把握する。表 2 は先述の MUNIC のデータをもとに、2009

年時点の市審議会の状況を分野ごとにまとめたものである。なお、MUNICでは審議会の

主要な 17 分野が設問されているが、実際に存在する審議会の分野はこれら限りではない

（Tatagiba[2004]）。 
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市審議会の設置状況についてみると、既設数は分野により大きく異なることがわかる。

最も普及している保健医療審議会は 5,417 市で設置されており、設置率は全 5,655 市の

97.3%と非常に高い。その一方、セクシュアリティー審議会は僅か 4 市で設置されている

のみで、設置率は全市の 0.1%に過ぎず、また 17分野の平均は 1,640市（29.5%）となっ

ている。なお、人権分野の審議会の既設数も 79市（全市の 1.4%）と非常に低くなってい

るが、その要因としてMUNICでは、人権分野内の個別問題である児童青少年や高齢者な

ど 7つの分野が、別の独立した審議会として調査されていることが挙げられるiv。 

 

表2. 市審議会の状況：2009 年 

市審議会の分野 既設数 全市(1)比
過去1年の開催 PT政権以降

の割合(2) 既設比 全市比 

保健医療 5,417 97.3% 98.8% 96.2% 13.5% 

児童青少年 5,084 91.4% 96.0% 87.7% 27.0% 

教育 4,403 79.1% 90.2% 71.4% 32.1% 

環境 3,135 56.3% 71.0% 40.0% 50.6% 

住宅 2,373 42.6% 64.1% 27.3% 80.5% 

高齢者 1,974 35.5% 80.5% 28.6% 69.8% 

文化 1,372 24.7% 74.1% 18.3% 55.5% 

都市開発･政策関連 981 17.6% 71.4% 12.6% 78.0% 

スポーツ 623 11.2% 66.9% 7.5% 34.7% 

女性 594 10.7% 69.2% 7.4% 66.5% 

公安 579 10.4% 72.2% 7.5% 58.4% 

障害者 490 8.8% 79.2% 7.0% 71.0% 

交通 328 5.9% 72.6% 4.3% 46.3% 

若年層関連 303 5.4% 71.0% 3.9% 71.9% 

人種平等関連 148 2.7% 75.0% 2.0% 75.7% 

人権 79 1.4% 72.2% 1.0% 46.8% 

セクシュアリティー 4 0.1% 75.0% 0.1% 50.0% 

平均 1,640 29.5% 74.8% 24.9% 54.6% 

（出所）IBGEのMUNIC2009年版をもとに筆者作成。 

（注）(1)本調査時の全国の市の数は5,565（「不明」回答も含む）。 

(2)労働者党政権（ルーラ大統領）の発足は2003年。 

 

 

次に、市審議会が実際に活動を行っているか否かを把握すべく、過去 1年間に審議会を

開催した市について見てみる。審議会を既設している市全体に占める割合は、98.8%に上
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る保健医療など 3つの分野では 90%を超えるが、同数値は 64.1%の住宅など 3つの分野で

は 60%台にとどまり、全分野の平均は 74.8%となっている。また、審議会を設置していな

い市も含む全ての市との関連で見ると、同割合は保健医療分野では 96.2%と高いが、9 つ

の分野では 10%に満たず、セクシュアリティー分野では僅か 0.1%であり、17分野の平均

は 24.9%となっている。 

以上のことから、市審議会はその設置が憲法および法律で義務付けられているとされる

が、実際には全ての市で設置されているわけではないことがわかる。また、市審議会の有

無は分野により大きな差があること、全市における普及率の平均は決して高くないこと、

既設の市審議会の中にも有名無実なものが平均で約 4分の 1存在することから、実際に排

除された人々が政治参加できる審議会とは、特定の分野に限られており、多様な分野にわ

たり広くブラジル全体に普及しているものでは必ずしもないといえる。 

さらに市審議会の設置時期を、草の根民主主義を特徴の一つとする現与党の労働者党

（PT）政権（連邦政府）が誕生した 2003 年との関連で見てみる。PT 政権誕生後に設置

された市審議会は、保健医療分野では 13.5%のみだが、住宅分野では 80.5%と非常に高い。

また 17分野の平均は 54.6%で、半数以上の既設市審議会が PT政権誕生後に設置されてい

る。このことから、市審議会は 1988 年憲法をもとに市政での設置が義務付けられてはい

るが、その分野の多様化や設置数の増加が顕著になったのは比較的最近であり、それはよ

り広範な国民の政治参加を目指す左派政党の PT が政権与党になったことと関連している

と考えられる。 

市審議会の設置時期をより詳しく把握するため、PT 政権誕生前に最も多く設置された

保健医療分野と、同政権誕生後に最も多く設置された住宅分野の市審議会について、各年

順に設置した市の数を表にまとめた（表 3）。同表から、市民の政治参加を標榜した 1988

年憲法の制定前から、保健医療分野では 2009 年時点の既設市審議会の 0.4%に当たる 19

市審議会が設置されており、住宅分野では同じく 0.2%に当たる 5 審議会が設置されてい

たことがわかる。しかし 1988年憲法制定後、保健医療分野では主に 1990年代に市審議会

が多く設置されたのに対し、住宅市分野での設置は大幅に遅れ、2007年と 2008年に集中

している。この要因としては、1988年憲法公布時に保健医療が社会権の一つとして明示さ

れたのに対し、住宅に関しては権利として社会権の一つに加えられたのが 2000 年になっ

てからということ（Presidência da República [1988]）、保健医療分野では社会運動が早く

から全国規模での活動を活発化させていたこと（Avritzer[2009]）、保健医療が人命とも関

わるより緊要な分野であることなどが考えられる。 

 

 

表3. 保健医療と住宅の市審議会の設置数の推移 
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年 保健医療 既設*比 住宅 既設*比

1987以前 19 0.4% 5 0.2%

1988 6 0.1% 2 0.1%

1989 31 0.6% 3 0.1%

1990 109 2.0% 5 0.2%

1991 1,267 23.4% 2 0.1%

1992 252 4.7% 1 0.0%

1993 667 12.3% 32 1.3%

1994 388 7.2% 12 0.5%

1995 164 3.0% 36 1.5%

1996 125 2.3% 12 0.5%

1997 895 16.5% 61 2.6%

1998 155 2.9% 23 1.0%

1999 100 1.8% 77 3.2%

2000 60 1.1% 61 2.6%

2001 306 5.6% 62 2.6%

2002 61 1.1% 52 2.2%

2003 99 1.8% 73 3.1%

2004 57 1.1% 42 1.8%

2005 160 3.0% 156 6.6%

2006 80 1.5% 127 5.4%

2007 149 2.8% 559 23.6%

2008 83 1.5% 639 26.9%

2009 106 2.0% 314 13.2%

不明 78 1.4% 17 0.7%

合計 5,417 100.0% 2,373 100.0%

（出所）IBGE[2010]のデータをもとに筆者作成。 

（注）＊2009年時点。 

 

次に、市審議会がどのような特性と構成であるか、その形態について見てみる。MUNIC

では、市審議会を「決議的（deliberativo）」、「指針的（normativo）」、「監査的（fiscalizador）」、

「助言的（consultivo）」という 4 つの特性に分け調査を行っている。「決議的」とは、関

連分野の政策や行政資源の執行について審議会が実質的な権限を有するものを指す。「指針

的」とは、関連分野の政策や行政資源に関する指針や基準を審議会が制定するものを意味

する。「監査的」とは、関連分野の政策や行政資源の実施および運行状況の監査を行う審議

会である。「助言的」とは、関連分野の方策や政策について審議会は調査研究や教示を行う

のみのものである（IBGE[2010:465]）。これらの特性分類によると、政策の策定や実施に
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より強い影響力を持つのが「決議的」審議会で、政策の方向性を決定する「指針的」審議

会も行政スタイルの様態に関わるものといえよう。一方で、実施されている政策をモニタ

リングする「監査的」審議会や、コンサルティング的な要素の強い「助言的」審議会の影

響力は、より限定的だと考えられる。 

これらの点を考慮に入れ、表 4の分野別にまとめた市審議会の特性を見ると、審議会が

「決議的」である割合は保健医療分野で 87.5%と最も高く、セクシュアリティー分野で

50.0%と最も低くなっている。全分野の平均は 73.8%で、4 つの特性の中で最も高い数値

となっている。また審議会が「指針的」である割合は、文化分野が 73.5%と突出しており、

交通とセクシュアリティーの分野では 25.0%にとどまっている。全分野の平均は 41.6%で、

4 つの特性の中では最も低い数値であった。審議会が「監査的」である割合は、教育分野

で 75.9%と最も高く、文化分野で 41.9%と最も低くなっており、全分野の平均は 58.2%で

あった。最後の「決議的」審議会の割合は、文化分野で 84.5%と最も高く、セクシュアリ

ティー分野で 50.0%と最も低くなっており、全分野の平均は 71.1%であった。 

また市審議会のメンバー構成について、審議員が市民社会と政府部門の出身者により同

率で構成されているかを見てみる。市民社会と政府部門の出身者が同率である審議会の割

合は、96.8%の児童青少年をはじめ 4分野で 90%を超え、文化分野が 55.5%と突出して低

くなっている。全分野の平均は 86.5%に達することから、多くの審議会が同率構成である

ことがわかる。 

これらのことから、分野により差異があるため一概には当てはまらないが、次の点を指

摘することができる。ひとつは、市審議会は平均的に「決議的」および「助言的」な特性

をより持っているが、これら 2つの特性は負の相関関係が強い点である。つまり審議会は

概して、「決議的」または「助言的」な特性のどちらかを優先させるか、両者の特性をほぼ

等しく持ち合わせているといえる。また、「指針的」および「監査的」な特性の割合は平均

で半数前後なため、期待される市議会の果たす機能として、これらの重要度は必ずしも高

くないといえる。さらに、審議員が市民社会と政府部門で同率構成されているものが多く、

この割合は緩やかであるが「決議的」な割合と総じて正の相関関係にあるといえよう。 

また、市審議会の特性の変化について、教育および文化分野の市審議会に関するMUNIC

の 2006年と 2009年のデータを例に概観する。教育分野では決議的な審議会を有する市の

割合vが 51.0%から 65.0%、指針的なものが 41.0%から 51.1%、監査的なものが 49.0%か

ら 60.0%、助言的なものが 53.0%から 64.8%へと増加している。また文化分野に関しても、

それぞれの特性について順に 11.9%から 18.1%、7.5%から 10.3%、9.7%から 13.5%、13.4%

から 19.1%へと増加している。また、審議員の出自が市民社会と政府部門とで同率である

割合も、教育分野で 48.0%から 70.8%、文化分野で 10.5%から 20.8%へと増加している

（IBGE[2010:51,60]）。 

以上、教育および文化分野の 2つの例からではあるが、全ての特性において数値が増加
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していることは、市審議会の役割が多様化するとともにその重要性や影響力が増して来て

いることを意味しよう。また、審議員構成の同率割合の増加は市民社会出身の増加である

ことから（IBGE[2010:83]）、構造的には審議会が市民社会側のニーズをより反映しやすい

構成になって来ていると考えられよう。 

 

表4. 既設の市審議会の形態：2009年 

市審議会の分野* 
市審議会の特性 審議員の

同率構成 決議的 指針的 監査的 助言的

保健医療 87.5% 42.6% 75.2% 57.6% 96.4% 

児童青少年 86.6% 49.4% 74.7% 63.2% 96.8% 

住宅 83.2% 39.7% 53.8% 59.4% 87.6% 

高齢者 82.4% 43.5% 65.3% 68.8% 96.7% 

教育 82.2% 64.6% 75.9% 81.9% 89.5% 

環境 80.9% 40.2% 47.9% 77.8% 87.6% 

障害者 78.4% 41.6% 65.3% 72.2% 94.5% 

文化 77.3% 73.5% 41.9% 84.5% 55.5% 

女性 76.4% 40.4% 61.6% 73.9% 86.9% 

人権 73.4% 45.6% 72.2% 72.2% 84.8% 

人種平等関連 72.3% 34.5% 50.0% 79.1% 85.1% 

若年層関連 69.6% 35.0% 60.7% 71.9% 89.4% 

都市開発･政策関連 69.6% 30.3% 43.3% 79.1% 85.5% 

スポーツ 67.6% 43.5% 53.1% 74.2% 79.5% 

公安 63.6% 32.8% 51.6% 69.1% 77.4% 

交通 54.3% 25.0% 46.0% 73.8% 76.8% 

セクシュアリティー 50.0% 25.0% 50.0% 50.0% 100.0% 

平均 73.8% 41.6% 58.2% 71.1% 86.5% 

（出所）IBGE[2010]のデータをもとに筆者作成。 

（注）*分野の配列は「決議的」の割合が高い順。 

 

３．サンパウロ市の審議会 

最後に、本稿で事例として取り上げるサンパウロ市の審議会の概要について見ることに

する。2009年のMUNICの調査結果をまとめたのが表 5で、サンパウロ市では女性審議

会が設置されていないが、全国で 4つの市にしかないセクシュアリティー審議会が既設さ

れている。設置年に関して表 3との比較から、保健医療審議会は全国の中では遅く、住宅

審議会は逆に早くなっている。その他の分野について表 2 の「PT 政権以降の割合」と比

べると、サンパウロ市の審議会の設置時期が必ずしも全国的な傾向と合致しないことがわ
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かる。また、ほとんどの審議会が過去 1年間に会合を開催しているが、近年に設置された

審議会に活動を行っていないものが見られ、有名無実化している可能性が考えられる。さ

らに審議会の特性に関しては、全国的な傾向である「決議的」審議会が多いという特徴は

当てはまらない一方、審議会が「助言的」である割合は非常に高くなっている。なお審議

員構成比については、他の多くの市と同様、ほとんどが市民社会と政府部門からの同数で

構成されている。 

これらサンパウロ市の審議会の特徴を形づくった要素として、ひとつに人口が 1,100万

人以上viとブラジルの市として最大であることがまず挙げられよう。また経済の中心であ

ることも、市民の動員を要する労働や社会運動などの点で多大に影響していると考えられ

る。さらに、外国移民を中心に発展してきた歴史をベースに、世界との結びつきを強める

グローバルな都市であることは、人口の規模だけでなく、その構成員および彼らの価値観

の多様性も高める上で重要な要素だといえよう。 

 

表5. サンパウロ市の審議会：2009年 

市審議会の分野 設置年 
過去1年

の開催 

市審議会の特性 審議員が

同率構成決議的 指針的 監査的 助言的 

教育 1988 ○ × ○ × ○ ○ 

児童青少年 1991 ○ ○ × ○ × ○ 

高齢者 1992 ○ × × × ○ ○ 

障害者 1992 ○ × × × ○ ○ 

人種平等関連 1992 ○ × × × ○ ○ 

環境 1993 ○ ○ × × ○ ○ 

保健医療 1998 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

人権 2001 ○ × × × ○ ○ 

住宅 2002 ○ ○ × ○ ○ ○ 

都市開発･政策関連 2002 ○ × × ○ ○ ○ 

交通 2003 × × ○ ○ ○ × 

セクシュアリティー 2005 ○ × × × ○ ○ 

公安 2007 ○ ○ × × × ○ 

若年層関連 2008 × × × × ○ ○ 

スポーツ 2008 × × × × ○ ○ 

文化 2009 × × × × ○ × 

女性 未設 - - - - - - 

（出所）IBGE[2010]のデータをもとに筆者作成。 

（注）*分野の配列は設置年の早い順。 

おわりに―サンパウロ市の住宅審議会を事例とした今後の課題 
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本稿の最後に、サンパウロ市の住宅審議会を事例として取り上げ、政治的影響との関連

から市審議会へ参加する市民社会の代表性の問題を捉え、今後の課題を提示する。 

サンパウロ市の住宅審議会に関しては、法令や議事録などの文書や情報がインターネッ

ト上で公開されておりvii、各年度の審議員の固有名詞や所属団体も掲載されている。そし

て審議員は、市政府、住宅局、政府金融機関などの「政府部門（poder público）」、大学な

どの研究機関、住宅関連NGO、労働組合、技術支援団体などの「市民社会（sociedade civil）」、

社会運動や住民組織などの「民衆運動（movimentos populares）」の 3つのグループに分

けられている。しかし、これら 3つのグループのうち、選挙により選出されるのは民衆組

織のグループのみであり、完全な任命である政府部門だけでなく、“市民社会”とされるグ

ループも政府の任命または内部関係者による選挙で選ばれるとされるviii。つまり、本稿で

用いたMUNICのデータで「政府部門と市民社会の代表が同率」とされるサンパウロ市の

住宅審議会は、審議員の制度的な選出方法の点で、実際には同率ではないと考えられる。 

また、「民衆運動」の代表である審議員を選ぶ選挙に関しては、サンパウロ市在住者で

18歳以上の一般選挙投票資格者であれば誰でも投票でき、投票が義務付けられている一般

の選挙とは異なり、任意投票により実施されることになっている。そして、より右派的と

される現与党政権の下で行われた直近のサンパウロ市住宅審議会選挙には、政権与党の支

持者が多く動員され、右派的な“社会運動”の代表者が多く選出される結果となったix。

表 5の市審議会の特性などから、サンパウロ市の住宅審議会は同市の住宅行政に少なから

ぬ影響力を持っていると推測でき、それが故にこの事例のように、審議員の選出が政治的

介入を受ける可能性が高くなると考えられよう。 

これらサンパウロ市の住宅審議会の事例から、構造的および政治的影響のため、参加型

制度である審議会に選ばれる「市民社会」の代表が、現実には市民社会を代表する人々で

はなく、そのため、社会的に排除された人々の政治参加もさほど浸透していない可能性を

指摘できよう。また、サンパウロ市の住宅も含めた他の審議会を見ると、同一人物が複数

の異なる審議会に複数回選出されているケースも散見される。このような審議員の選出、

つまり政治的コンテクストと審議会に参加する市民社会の代表性との関連については、審

議会に関する調査研究において取り組むべき課題だとの指摘もなされている（Coelho & 

Veríssimo[2004], Houtzager et al.[2004]）。ブラジルで整備されている参加型行政が市民

社会の参加を掲げることで、実は社会で排除された人々の新たな排除の構図（Marquez 

ed.[2007]）を形成しているのではないかという疑問を、最終原稿に向けた課題として提示

し今後追究していきたい。 
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